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「北本市庁舎建設に向けた住民満足度向上のための実態調査業務」は、平成 21 年度

に緊急雇用創出基金事業として実施しました。 

委託内容としては、現庁舎の実態を調査して、分析を行うことにより問題点を抽出し

て、新庁舎に必要なスペースを算定しております。 

 

 

 

 

1.調査・分析方法 

 ○調査方法について 

  調査方法は、大きく分けると 2種類の方法で行っています。 

（1）現状レイアウト調査 

現庁舎のスペース利用状況、什器・機器等のレイアウト、文書量の把握、執務室

環境全般の状況について、調査をおこないました。 

 

（2）アンケート調査 

 アンケートの方法は、3種類の方法で行っています。 

  ア．全職員を対象とした記述式アンケート 

    「業務特性調査」：職員の平均的な 1 日の作業における作業場所、自席での作

業内容の調査 

   「満足度調査」：現状オフィスの総合的な評価、オフィス環境に対する重要度

と満足度評価についての調査 

   イ．各部門（各課）を対象とした記述式アンケート  

「ミーティング頻度調査」：標準的な 1 ヶ月に開催されるミーティングのスペ

ース種別、参加人数別の開催頻度についての調査 

「面接・相談頻度調査」：標準的な 1ヶ月に開催される市民との面接・相談の

スペース種別、参加人数別の開催頻度についての

調査 

「必要スペース調査」：各課の要望スペース・機能・面積

についての調査 

「窓口必要数調査」：申請書ごとの月間処理件数と処理

時間 についての調査         

「部門間近接調査」：業務上、他のどの部門と近接した

方がよいかについての調査 

             ウ．来庁者を対象とした記述式アンケート 

              「来庁者調査」：庁舎各入口で、調査票を配布して来

庁時刻、どの窓口に訪れたかを調査 
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一人当たりの一般ワークスペース面積 

ここでの一人当たり面積は、一般ワークスペース面積を入居人員で割った数です。 

① 部門別一人当たりの面積 

全庁舎（第 1～第 4 庁舎）の一人当たりの面積の平均値は 5.17 ㎡となっていま

す。一人当たりの面積が最小な部門は 2.79 ㎡、最大の部門が 9.92 ㎡で、かなり

の差があります。 

なお、一人当たりの面積が 4 ㎡以下の部門が 4 つあり（保健福祉部福祉課 3.85

㎡、保健福祉部こども課 2.79 ㎡、保健福祉部高齢介護課 3.25 ㎡、保健福祉部健

康づくり課 2.97 ㎡）、これらは天井高 2.7m とすると、気積が 10 ㎥以下またはそ

れに近い状態であり、「事務所衛生基準規則」にある最低基準値（一人当たりの気

積が 10㎥以上必要）からすると、かなり厳しい環境となっています。 

②施設別一人当たりの面積 

施設別に見ると一人当たりの面積が最小な施設は、第 2庁舎の 4.03 ㎡、同最大

な施設は、第 3庁舎の 7.95 ㎡となっており、庁舎によりかなりの差があります。 

  

  

現状レイアウト調査結果 

窓口のある課を 1 階に配置する必要があ

りますが、庁舎が分散されてしまっている

ことや 1 階の床面積が不足していることか

ら、部門別一人当たりの面積に差ができて

しまい、施設（庁舎）によっても差ができ

てしまっています。 

 

 

第２庁舎の様子 

 部門別、施設別ともに一

人当たりの面積が最小と

なっており、執務スペース

をなるべく少なくして通

路を確保していますが、相

談カウンターも必要とな

りますので、非常に利用し

にくい庁舎となっていま

す。 
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1 調査の概要 

（1）調査の目的 

  現庁舎の機能としての収納スペースを調査し、その文書量を把握し、新庁舎に

おいて必要となる収納スペースを算定するための基礎資料とすることを目的と

しています。 

（2）調査の内容 

  現状レイアウト図をもとに、現状の収納のタイプと数量から収納量を算出し、

保管文書量と倉庫・書庫内の保存文書量の集計を行っています。 

また、収納家具以外の文書、物品類（共用通路や床上等に放置されている文書

や物品類）に関しては目測により加算しています。 

2 現庁舎における収納量及び文書量 

（1）現状レイアウト調査の結果、現庁舎における現状の収納容量及び保有文書量

は下記の通りです。 

  保管文書量（一般ワークスペース内）  

  2,574.86ｆｍ（職員１人当たり 6.71ｆｍ） 

  保存文書量（一般ワークスペース以外） 

 5,861.15ｆｍ（職員１人当たり 15.26ｆｍ） 

  保有文書量  

合計  8,436.01ｆｍ（職員１人当たり 21.97ｆｍ） 

  

一般ワークスペース内の保管文書量に

関しては他の自治体と同様、職員一人当

たりの数値が高い結果となっています。 

 さらに執務室以外（庁舎内の書庫・倉

庫及び会議室等の文書保管目的以外の個

室）の保存文書を合計すると、保有文書

量の多さが明らかとなっています。 

      

  

 

現庁舎における文書量調査結果 
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現庁舎オフィス環境と仕事の

能率 

                             「オフィス環境に対する不満

が仕事の能率を下げていると

思う。」という問いに対し、「か

なり妨げている」「やや妨げて

いる」という回答が約 50％と

なっています。 

現状オフィスに対する不満と仕事の能率の関係を強く認識していることが分かり、また、「オ

フィス環境への不満が解消されると仕事の能率が上がると思う。」という問いに対しては、「か

なりあがる」「ややあがる」という回答者が全体の約 71％の意見を占め、「かなりあがらない」

「ややあがらない」という回答者の約 5％を大きく上回っていることから、オフィス環境の改

善を図ることによる効果は非常に大きいと言うことができます。 

 

1 調査の目的 

 本調査は、各部門（課）の業務特性及び現状執務室における環境改善課題を明確

にすることを目的に行った調査となります。 

2 調査の概要 

課を類似した業務特性を持つグループに分け、グループごとに業務特性、仕事の

しやすさ、重要度と満足度を分析し、オフィスにひそむ課題を明確にした上で、そ

れぞれの業務特性に応じたデスク廻りあるいは執務室内の機能を設定する方法とな

っています。 

スタンダードを検討する際には、部門ごとに集計したデータを確認し、各グルー

プごとの業務特性（作業場所、自席における作業内容、オフィス内の作業内容構成

比）に応じたスタンダードを設定しています。 

 

3 調査の結果 

デスクワイドと作業円滑率について 

  調査の結果、デスクワイドが作業のしやすさにどれだけ影響しているか、調査

しましたが、現状がかなり狭隘化している執務環境にある為、デスクワイドより

執務空間全体の問題の方が影響が大きく、作業のしやすさに直接影響が出にくい

状況と類推されています。 

  そこで次に、委託業者のデータベースから、デスクワイドが 1400mm を確保され

ている自席での作業円滑率は、6割近くに上がるというデータがあり、このデータ

から、執務環境を整えれば、デスクワイド 1400mm 以上で自席での作業円滑率は、

現状より向上すると考えられます。以上の点から新庁舎における執務空間のデス

クワイドは、1400mm 以上とする事が望ましいとされています。 

 

 

 

 

 

  

業務特性・満足度調査 
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1 会議室、面接相談スペースについて 

（1）調査内容 

「ミーティング頻度調査」と「面接・相談頻度調査」を実施して、必要な会議

室、相談室、相談ブースの規模や設置数の基礎資料としました。 

「ミーティング頻度調査」は庁内で行われている、ミーティング（ミーティン

グ場所を、作業場所として使用する場合も含む）について、「会議室・応接室・オ

ープン打合せ・オープン応接」といったスペース種別及び、規模（参加人数）別

に標準的な 1 ヶ月に開催されるミーティング頻度を把握し、その頻度から、新庁

舎において必要となるミーティングスペースの設置数を算定し、新庁舎における

ミーティング関連スペース設計の基礎資料としています。 

「面接・相談頻度調査」は庁内で行われている、来庁者を対象とした面接・相

談についての頻度から、新庁舎において必要となる面接・相談スペースの設置数

を算定し、新庁舎におけるスペース計画の基礎資料としています。 

 

 （2）調査結果 

  1.必要会議室について 

   ［表 5-2-1］は、室規模別の算定結果となっています。4 人用や 24 人用、36

人用、48 人用、49 人以上は 1 部屋づつ計上するほど頻度がありませんが、会議

が全く無いわけではないので、部屋の設定が必要となっています。しかし、頻度

の少ない部屋をそれぞれ設定するのは、面積が増える原因になる為、面積削減の

為の処理を行ったものが［表 5-2-2］になります。これは会議室をそれぞれ頻度

の少ない 4 人用を 8 人用で兼ね、24 人用以上を 48 人用で兼ねるように算出した

結果となります。 

  

      

  

新庁舎での必要諸室等について 
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会議室の必要面積の算定結果をまとめると［表 5-2-4］のようになり、新庁舎に

おける会議室は、専用で持つことのできる部門もありますが、基本的に全て全庁共

用として利用するのが望ましいものとなっています。［表 5-2-5］  

  また、 12 人を超える規模の会議については、12 人用の会議室をスライディング

ウォール等で開閉して連結して使用するか、文化センターや委員会室等を利用する

ものとします。 

※48 人用については、月に 11.33 日会議がありますが、一番利用頻度が高い会議

は、24 人用で 9.91 日なので、文化センター等の利用により対応可能なため、

面積算定からは除外しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.面接相談スペースについて 

 A．相談室について 

  新庁舎における「面接・相談室」は、調査結果に基づくことにより、無理・無

駄のない実態に合った計画とります。算定に際しては、「面接・相談時間」のデ

ータに対し以下の調整を行い集計しています。 

・6 人を超える「面接・相談」は頻度が少ない事より、ミーティング頻度調査に

計上しています。 
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B．相談ブースについて 

新庁舎における「面接・相談ブース」の算定に際しては、「面接・相談時間」の

データに対し以下の調整を行い集計しています。 

・4 人を超える相談ブースの利用は、頻度が少ないことから相談室に置き換えて

集計しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 C．課専用の面接相談スペースについて 

標準月で算出した結果から専用で「面接・相談」スペースを持てる部門は、 ［表

6-3-1］［表 6-3-2］の通りとなります。 

 特定の月に集中して発生する面接・相談のためのスペースは固定的に設置せず、

共用で利用できる空間に設置する事が望ましいとの結果となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会議室、面接相談スペースの現庁舎との比較について 
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1 調査概要 

  各課へ必要スペース調査を行い、課必要スペース（特有スペース）の機能を現

況確認と各部門へのヒアリングを行い、業務特性等を考慮して 14 の項目に分類し

整理しました。 

 

2 調査結果 

各課の必要スペースを「必要スペース調査票」に記載されている内容、「現状レ

イアウト調査」を基に原課にヒアリングを行い、その結果から、分類を行い分類

ごと、室ごとに必要機能を想定し、適正な面積規模を想定しています。 

  ※会議室や面接相談スペースでの共有が可能なものや、課で別々に必要スペー

スとして計上しているものの統合を行うなどの分類を行い最低限必要なスペ

ースを調査結果としています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

必要スペース（特有スペース）調査結果 
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 基本設計（案）では、この調査結果に基づ

き、新庁舎において最低限必要となる会議室

や各課の必要諸室を設定しておりますが、各

課へのヒアリングや業務の実施方法の見直し

等も検討を行い「コンパクトで無駄のない庁

舎」となるように検討を行っています。 

 しかし、相談室や相談スペースについては、

市民のみなさんが安心して相談していただく

ためには必要なスペースとなりますので、こ

の調査結果に基づき設定するとともに、さら

に使いやすいように、配置についても検討を

行っております。 

 


